
 

消防法 （関係部分抜粋） 

 

 

第四条第四条第四条第四条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対

して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員（消防本部を置かな

い市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。

第五条の三第二項を除き、以下同じ。）にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入

する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及

び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、

個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるた

め、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 

② 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市

町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなけれ

ばならない。 

③ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、

関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 

④ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を

行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 

    

第四条の二第四条の二第四条の二第四条の二 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防

対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員（消防本部を置

かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。）に前条第一項の立入及び検

査又は質問をさせることができる。 

② 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを

準用する。 

 

第五条第五条第五条第五条 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況

について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動

に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者（特に緊急

の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者）

に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な

措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが

他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変

更していないものについては、この限りでない。 



② 第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準

用する。 

③ 消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識

の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

④ 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象

物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令

に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、

当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

 

第十七条第十七条第十七条第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複

合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定

める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防用設

備等」という。）について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能

を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければ

ならない。 

② 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の

技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目

的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準

に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができ

る。 

③ 第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前

項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければ

ならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等（以下「特殊

消防用設備等」という。）であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、か

つ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置

及び維持に関する計画（以下「設備等設置維持計画」という。）に従つて設置し、及び

維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用

設備等（それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限

る。）については、前二項の規定は、適用しない。 

 

 


